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　公共事業を取り巻く環境が急速に変化している中、透明性・競争性の確保を旨に、一般競争入札方

式の適正な運用・見直しを行うとともに、施工管理等に関わる基準の整備・見直し、運用の強化等を

図っている。

　平成 26 年に将来にわたって公共工事の品質が確保されるよう、「担い手の確保」を新たに目的に加

えた「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を中心に、それと密接に関連する「公共工事の入札

及び契約の適正化の促進に関する法律」「建設業法」が一体的に改正され、いわゆる「担い手三法」

となった。

　また、これら成果の更なる充実と新たな課題に対応するため、令和元年度に「働き方改革の推進」

「生産性向上への取組」「災害時の緊急対応強化、持続可能な事業環境の確保」「調査・設計の品質確

保」を柱とする「新・担い手三法」が施行された。

　更に、建設現場の急速な高齢化と若者離れによる人材不足が喫緊の課題となっており、これまで常

態化していた長時間労働の是正や労働者の適正な賃金確保などの処遇改善を踏まえた「働き方改革」

を一層深化させるため、令和 6 年 6 月に「労働者の処遇改善」「資材高騰の伴う労務費へのしわ寄せ

防止」「働き方改革と生産性向上」「地域建設業の維持に向けた環境整備」「公共工事の発注体制の強

化」などを柱とする「第三次担い手三法」が改正された。

　今後もこれら法改正を踏まえ、適正な価格に基づく効率的・効果的な事業の執行、品質の確保並び

に、インフラ分野による DX の推進等の施策に積極的に取り組むとともに、適正な工期設定による

休日確保と時間外労働縮減を進め、地域社会の安全・安心を担う地域の守り手として、建設産業が将

来にわたり持続可能なものとするための環境を積極的に整備していく。

1　技 術 管 理 等

⑴　設計、積算基準

　積算の基礎となる積算基準を制定し、設計単価は実勢価格を的確に反映するため、実態調査・

改定を行っている。

　また、資材価格の変動に対し適切な請負代金となるよう、設計単価の見直し他、スライド条項

の運用を定めている。

⑵　共通仕様書

　土木工事共通仕様書を制定するとともに、工事発注から完成までに必要な品質管理、工程管理、

出来形管理等の基準の制定及び改定を行っている。

　委託業務については、各種委託業務共通仕様書、照査基準等の制定及び改定を行っている。

⑶　工事及び委託業務成績評定

　平成 13 年 3 月に入札契約適正化法に基づき閣議決定された適正化指針（ガイドライン）にお

いて、工事成績評定は各発注者が実施すべきものと規定され、さらに、平成 17 年施行の「公共

工事の品質確保の促進に関する法律」において、発注者の責務として明記された。

　山梨県の工事成績評定は、客観的で公平な評定とするために国土交通省の評定方法に準じたも

のに改定し、平成 14 年 4 月から運用しており、評定結果の通知及びデータの蓄積を行い、発注
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業務等に活用している。

　また、平成 18 年 10 月には、委託業務の成績評定についても工事と同様に客観性と透明性のあ

るものとすべく、評定方法の標準化を行い、平成 19 年 4 月から、結果の通知、公表及びデータ

の蓄積を行っている。

⑷　週休 2日の実施状況について

　建設業では労働者の高齢化の進展と若年層の離職率が高く、将来の建設業を支える担い手の不

足が深刻な課題となっている中、働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われる

ことを目的とした「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン（平成 29 年 8 月

29 日）」や令和 6 年度から時間外労働の上限規制が罰則付きで法に規定されたこと等を受けて、

建設現場での週休 2日の推進を加速している。

　週休 2日制は平成 28 年 6 月から発注者指定型工事で始め、平成 30 年度には、受注者希望型に

拡大、翌、令和元年度に、総合評価落札方式において原則「受注者希望型」で入札に附すととも

に、令和 2年度には、ここまでの実績に基づき総合評価落札方式の入札で加点評価することとし

た。そして、令和 3年 4月からは、更なる制度の浸透、普及を目指し、その適用を原則 1千万円

以上の一般競争入札とし、1億円以上は「発注者指定型」、1億円未満は「受注者希望型」と定め、

令和 5年 4月には、「発注者指定型」を 5千万円以上、「受注者希望型」を 5千万円未満へ拡大し

対応してきたところである。

　さらに、時間外労働の上限規制が本格適用となる令和 6年 4月からは、対象工事を県土整備部

が発注する全ての工事とし、これまでの通期に加え、新たに月単位での週休 2日の取り組みを開

始する。

　なお、週休 2 日の工事に取り組んだ場合には、工事成績評定において評価及び加点する一方、

4 週 8 休未満となった場合には 3 点減点することとしている。併せて、工事費積算の際には間接

工事費に係る経費を当初設計から反映することとしており、制度普及に伴う受注者負担の軽減を

図っている。

⑸　持続可能な就労環境の確保のために

　建設現場の労働者が安心して仕事に従事するためには、万が一の労働災害に備える社会保険へ

の確実な加入が必要である。このため、県では労働者の社会保険への加入状況について、平成

24 年に現場での確認、指導を開始し、平成 27 年度からは未加入の企業の県工事への参加資格を

与えない措置を講じるなど、徹底を図ってきている。加えて、令和 3年 5月から従来の労災保険

に上乗せして保険金が支払われる「法定外の労災保険」の付保について加入を促しており、さら

に、令和 6年度からは法定福利費を県の工事発注時に明示するとともに、受注者の請負代金内訳

書にも健康保険等に係る法定福利費の明示を行い、建設業従事者の社会保険加入を促進している。

　また、国が主導する「建設キャリアアップシステム（CCUS）」の利用を促し、働く者の資格

や実績の登録を進め、技術や経験の向上が評価される環境を実現することにより、処遇改善につ

なげていく取り組みを進めることとしている。

　併せて、工事品質の確保や労働災害の未然防止の観点から、現場の適正な施工体制が整備され

る必要があり、法律（入契法）に基づき、平成 13 年より「工事現場における施工体制の点検要領」

を定め、施工体制の点検パトロールを実施し、その結果の措置件数等を公表し、施工体制確保に

係る意識啓発を続けている。
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2　入札契約制度改革

⑴　総合評価落札方式

　公共工事の品質の確保と向上を目的に平成 17 年 4 月 1 日に施行された「公共工事の品質確保

に関する法律」では、公共工事の品質は「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、

価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならない」と

規定されており、公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして、総合評価落札方式による

工事発注を掲げている。

　山梨県においては、平成 17 年度より総合評価落札方式の試行を重ね、平成 19 年度には「山梨

県建設工事総合評価活用ガイドライン」及び「山梨県建設工事総合評価実施要領」を制定し、本

格実施にむけて順次拡大してきた。平成 23 年度からは 3 千万円以上の工事は災害応急工事等の

緊急を要するものを除き、総合評価落札方式で実施している。

　令和元年度からの実施状況は以下のとおり。

 〈実施件数〉

部　局　名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

県 土 整 備 部 508 件 507 件 534 件 476 件 608 件

林 政 部
（森林環境部）

134 件 160 件 131 件 128 件 135 件

農 政 部 103 件 120 件 97 件 94 件 102 件

企 業 局 11 件 9 件 20 件 9 件 7 件

合　　計 756 件 796 件 782 件 707 件 852 件

　・3千万円以上の工事での実施割合

R1 年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

実 績 値 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

　※ 公共 4部局の一般競争入札における割合

　・標準型の試行件数

R1 年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

実 績 1件 3件 0件 2件 1件

　※ このほかに、R2年度にはWTO対象工事を 1件実施

　※ 県土整備部には、R 3 年度の環境・エネルギー部（ 1 件）、観光文化部（ 1 件）、R4 年度の観光

文化部（ 3件）、R5年度の環境・エネルギー部（ 1件）、観光文化・スポーツ部（ 4件）を含む。
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3　研　　　　　修

　土木技術職員の研修について、『土木技術職人材育成推進計画』（平成 23 年 11 月）に基づき、求

められる職員像である「高度な専門技術能力を有する職員」「危機管理能力を有する職員」「業務管

理能力を有する職員」 「施策形成能力を有する職員」 を育成すべく、長期的かつ総合的な視点に立

ち、各種研修を実施している。

　令和 5年度に技術管理課において行った研修は、以下のとおり。

　 〈階層別基礎研修〉

研　 修 　名 研 修 内 容 実　 施 　日 参加人員

県土整備部新規職員等研修

工事監督、施工管理、安全対
策等について

R  5 .  5/23 13 名

積算演習、公共事業総合管理
システム操作研修等

R  5 .  6/ 2   13 名

土木技術職員（主任昇任、27 歳）研修
測量演習、設計演習、新しい
法律、測量技術講習会

R  5 .11/ 9  ・28
26 名

　 〈専門研修〉

研　 修 　名 研 修 内 容 実　　施　　日 参加人員

機 器 操 作 研 修

保管活用システム操作 R  5 .  6/23 10 名

CAD操作 R  5 .  6/ 6  ・ 7  、  7/ 7   26 名

積算システム操作 R  5 .  6/ 2   13 名

　 〈派遣研修〉

研　 修 　名 派 遣 先 派遣研修数 参加人員

外部研修機関への派遣研修
国土交通大学校 8研修 8名

全国建設研修センター 10 研修 11 名

　 〈管理的研修〉

研　 修 　名 研　修　内　容 実施回数 参加人員

現 場 実 務 研 修 工事現場における施工管理等実務 21 回 155 名
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4　技　術　情　報

⑴　企画・計画及び情報システム整備

①　情報化関連機器の整備等

　○ 技術職用一人一台パソコンの拡充整備

　土木技術仕様の大画面モニタを備えたハイスペックなパソコンを順次整備し、積算業務の

効率化や電子納品、電子入札、情報共有、CALS/EC による情報の電子化・共有化を推進し、

業務の簡素化・効率化、並びに事務処理ミス防止チェック等を支援している。

　平成 11 年度　出先リーダー以下の職員に整備

　平成 21 年度　出先課長以下及び本庁課長補佐以下の職員に整備

　平成 30 年度　出先技術次長及び工事施工管理幹、技術審査幹に整備

○ 発注時配布設計図書の電子化

　平成 11 年度から一部の建設事務所（旧土木事務所）で試行を始め、平成 14 年 7 月から全

事務所に拡大、平成 16 年 4 月からは全ての工事・委託を対象に実施している。

　平成 11 年度　一部の建設事務所に機器整備

　平成 13 年度　全建設事務所に機器整備

　平成 14 年度　特設事務所を含めた全出先機関に機器整備

　○ プレゼンテーションの高度化

　プロジェクターとモバイルパソコンを整備し、各種の説明会等における情報機器の活用及

び運用支援を行っている。

　○  3 次元点群データへの対応

　3 次元点群処理システム（ソフトウェア）及びハイスペックパソコンを導入し、ＩＣＴ施

工や 3次元点群データの活用について運用支援を行っている。

②　工事完成書類・委託業務成果の電子化の推進

　平成 14 年度に「山梨県 CALS/EC 整備基本計画」が策定され、これを受けて平成 15 年度

には、CAD ソフト等を導入、電子納品要領等を整備し、工事および委託業務の電子納品・委

託業務成果を導入。写真・出来形管理図・工事完成図・工事管理台帳について、電子納品を

全面適用している。更に、現在工事書類の簡素化、統一化及び検査書類限定型検査の実施に

向けた取組を進めている。

③　業務の情報化に係るシステム等の開発及び運用維持管理

　○ 新土木設計積算システム（ESTIMA）

　土木工事積算の体系化に伴い、平成 25 ～ 26 年度に新システムの開発を行い、平成 26 年

10 月より運用している。

　なお、本システムは、施工パッケージ型積算方式に対応している。

　○ 工事成績評定システム

　平成 14 年度の新工事成績評定要領施行にあわせ、平成 13 年度にシステム開発を行い、平
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成 14 年度よりデータベースソフトおよびシステムのインストールを実施、公共事業所管所

属において運用を開始した。

　○ 委託業務成績評定システム

　平成 17 年に施行された、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」への対応の一環とし

て成績評定を活用するため、委託業務について、より客観的で適切な評価ができるシステム

を開発、平成 18 年 10 月より運用している。

　○ 電子納品保管活用システム

　平成 15 年 10 月より導入し、段階的に拡大してきた電子納品成果物を部内職員が共有し、

活用できるよう、 平成 19 年度にシステム開発を行い、 平成 20 年度より本格的に運用して

いる。

⑵　インターネットホームページの開設と運用

　平成 10 年度から公共工事関連情報として、

　○ 設計積算情報（労務単価、資材単価等）

　○ 建設技術関係情報（建設工事必携、建設リサイクル法関連情報等）

　○ 総合評価落札方式に関する情報（実施要領、ガイドライン等）

　○ 委託業務関係情報（共通仕様書等）

　○ 評定要領関係情報（評定要領等）

　○ 電子納品関連情報（要領、マニュアル、Q&A等）

などをインターネット上で公開している。

　また、県民に広く公開すべき情報については、今後もインターネットを通じた公開の検討を

進める。

⑶　ICT施工技術への取り組み

　国では「i-Construction」の推進を掲げ、平成 28 年度を「生産性革命元年」と位置づけ、情

報通信技術（ICT）を用いた省力化、半自動化等への取り組みを開始した。

　こうした国の基準等を参考とし、「山梨県県土整備部 ICT 活用工事試行要領」を定め、ICT 施

工技術の利用により建設現場の生産性向上が期待される工事を対象に試行を行っている。

　令和 2年度には、ICT施工技術について、受発注者の関係機関が連携して様々な視点から議論

し、課題解決に向けた取り組みを行うことにより、本県における i-Construction の円滑な普及

を図ることを目的として、「山梨県 i-Construction 推進連携会議」を立ち上げた。

　会議では、測量・設計・施工の各段階で 3次元データの活用や、小規模な現場でも生産性を高

めるための方法など、課題解決に向けた取り組みと対策について話し合いを進めている。

　また、情報共有システムの活用のほか、令和 4年度には「建設現場の遠隔臨場に関する試行要

領」を定め、受発注者の作業効率化及び施工履歴の適正な管理を行っている。

　今後も、受発注者双方が ICT 施工技術への理解を深めるための研修会を開催するとともに、

対象工事の拡大等を通じた技術の普及に努めることより、建設業における生産性や安全性の向上

に取り組み、建設業の魅力を高めていく。
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